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１．議事日程 

  〔令和２年第３回安芸高田市議会９月定例会第５日目〕 

 

                             令和２年 ９月１４日 

                             午 前 １ ０ 時 開 会  

                             於  安芸高田市議場  

 

日程第１  会議録署名議員の指名 

日程第２  議案第57号 令和２年度安芸高田市一般会計補正予算（第8号） 

日程第３  議案第58号 令和２年度安芸高田市国民健康保険特別会計補正予算（第1  

            号） 

日程第４  議案第59号 令和２年度安芸高田市介護保険特別会計補正予算（第1号） 

日程第５  議案第60号 令和２年度安芸高田市農業集落排水事業特別会計補正予算（第 

            1号） 

日程第６  議案第61号 令和２年度安芸高田市浄化槽整備事業特別会計補正予算（第1 

            号） 

日程第７  議案第62号 令和２年度安芸高田市下水道事業会計補正予算（第1号） 

日程第８  議案第63号 令和２年度安芸高田市水道事業会計補正予算（第1号） 

 

 

２．出席議員は次のとおりである。（１５名） 

    １番    武 岡 隆 文     ２番    新 田 和 明 

    ３番    芦 田 宏 治     ４番    玉 井 直 子 

    ５番    山 根 温 子     ６番    前 重 昌 敬 

    ７番    石 飛 慶 久     ８番    児 玉 史 則 

    ９番    大 下 正 幸    １２番    熊 高 昌 三 

   １３番    宍 戸 邦 夫    １４番    秋 田 雅 朝 

   １５番    塚 本   近    １７番    金 行 哲 昭 

   １８番    山 本   優 

 

 

３．欠席議員は次のとおりである（なし） 

 

 

４．会議録署名議員 

   １２番    熊 高 昌 三    １３番    宍 戸 邦 夫 

 

 

５．地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（１４名） 

  市 長  石 丸 伸 二  教 育 長  永 井 初 男 

  総 務 部 長  西 岡 保 典  企 画 振 興 部 長  猪 掛 公 詩 
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  市 民 部 長  宮 本 智 雄  福祉保健部長兼福祉事務所長  大 田 雄 司 

  産 業 振 興 部 長  重 永 充 浩  産業振興部特命担当部長  行 森 俊 荘 

  建設部長兼公営企業部長  平 野 良 生  教 育 次 長  福 井   正 

  消 防 長  土 井 実貴男  総 務 課 長  内 藤 道 也 

  財 政 課 長  高 藤   誠  政 策 企 画 課 長  河 本 圭 司 

 

 

６．職務のため議場に出席した事務局の職氏名（４名） 

  事 務 局 長  森 岡 雅 昭  事 務 局 次 長  佐々木 浩 人 

  総 務 係 長  國 岡 浩 祐  主 任 主 事  岡   憲 一 
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～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午前１０時００分 開議 

○山 本 議 長  皆さんおはようございます。 

 定刻になりました。 

 ただいまの出席議員は15名であります。 

 定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

      日程第１ 会議録署名議員の指名 

○山 本 議 長  日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第86条の規定により、議長において12番 

熊高昌三君、及び13番 宍戸邦夫君を指名いたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

      日程第２ 議案第57号 令和2年度安芸高田市一般会計補正予算（第8号） 

      日程第３ 議案第58号 令和2年度安芸高田市国民健康保険特別会計補正予 

                 算（第1号） 

      日程第４ 議案第59号 令和2年度安芸高田市介護保険特別会計補正予算(第 

                 1号） 

      日程第５ 議案第60号 令和2年度安芸高田市農業集落排水事業特別会計補 

                 正予算（第1号） 

      日程第６ 議案第61号 令和2年度安芸高田市浄化槽整備事業特別会計補正 

                 予算（第1号） 

      日程第７ 議案第62号 令和2年度安芸高田市下水道事業会計補正予算（第1 

                 号） 

      日程第８ 議案第63号 令和2年度安芸高田市水道事業会計補正予算（第1 

                 号） 

○山 本 議 長  日程第2、議案第57号「令和2年度安芸高田市一般会計補正予算（第8

号）」の件から、日程第8、議案第63号「令和2年度安芸高田市水道事業

会計補正予算（第1号）」の件までの7件を一括して議題といたします。 

 本案7件は、予算決算常任委員会に付託されておりましたので、委員

長から審査結果の報告を求めます。 

 予算決算常任委員長 大下正幸君。 

○大下予算決算常任委員長  おはようございます。 

 9月10日付で本委員会に付託のありました、議案第57号「令和2年度安

芸高田市一般会計補正予算（第8号）」から議案第63号「令和2年度安芸

高田市水道事業会計補正予算（第1号）」までの、7件の審査結果につい

て、報告をいたします。 

 付託された7議案につきまして、9月11日、委員会を開き、市長及び、

関係部局の出席を求め、慎重に審査いたしました。 

 議案第57号「令和2年度安芸高田市一般会計補正予算（第8号）」は、

既定の歳入歳出予算の総額に、それぞれ4億1,844万6,000円を増額し、
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予算の総額を、236億3,550万3,000円とするもので、通常として、施設

の修繕や新規に実施する事業の経費、人事異動に伴う人件費の調整、災

害関連として令和2年7月の災害復旧に関する経費、新型コロナウイルス

感染症対策として、オンライン診療体制整備補助金や和牛産地規模拡大

推進事業補助金などが主なものとなっておりました。 

 また、これまでの補正予算で新型コロナウイルス感染症対策事業の財

源として地域振興基金繰入金が計上されていましたが、一部を新型コロ

ナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金へ財源の組替えがなされ、財

政負担の軽減が行われました。 

 審査を通じて出された、主な質疑と答弁は、次のとおりです。 

 総務部の審査におきまして、委員より、「職員のテレワークシステム

の詳細な内容は。」との質疑があり、執行部より「職員が自宅または出

先において、貸与された、データ保存ができないシンクライアントパソ

コンと専用のモバイルルーターを使い、市のＬＧＷＡＮネットワークに

接続し、職場の一人一台パソコンをリモート操作して、テレワークを行

う仕組みを導入予定である。また、監視は本庁で随時する仕組みをと

る。」との答弁がありました。 

 企画振興部の審査において、委員より、「生活路線確保対策事業費の

試験運行委託料の詳細な内容は。」との質疑があり、執行部より、「試

験運行委託料は、芸備線で広島市内等から本市へ来られた方を対象に、

道の駅利用について、また、道の駅を基点とした市内の観光施設等への

周遊についてのニーズを調査するものである。」との答弁がありました。 

 市民部の審査におきまして、委員より、「マイナンバーカードについ

て、機器購入の詳細と地域へ出向いて受け付ける考えは。」との質疑が

あり、執行部より「マイナポイントに対応するため、臨時窓口を設け、

既存の端末を移設し使用しているため、本来の窓口での端末が不足して

いる。また、窓口への来客も増加しているので2台の購入を予定してい

る。地域へはコロナの影響で、イベントなどに出向くことができていな

いが、サロンからの依頼があるので、職員が端末を持参し、説明や補助

を行うことを考えている。」との答弁がありました。 

 福祉保健部の審査におきまして、委員より「オンライン診療の効果を

どの程度見込んでいるのか。」との質疑があり、執行部より「オンライ

ン診療については認知されていないのが現状かと思っている。皆さんへ

周知し、今後、より高齢化が進んだ安芸高田市における医療提供に資す

るよう体制整備を進めたい。すぐに効果的な数字を出すことはできない

が、将来を見越して計上した。」との答弁がありました。 

 産業振興部の審査におきまして、委員より「新型コロナウイルス感染

症対策の、和牛産地規模拡大推進事業補助金の事業内容は。」との質疑

があり、執行部より「新型コロナウイルス感染症拡大により、販売が低

迷した和牛肥育、和牛繁殖農家の子牛の保留・導入など、前向きな取組

を支援するため、今年度に限り補助金額を上乗せするものである。」と
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の答弁がありました。 

 次に、議案第58号「令和2年度安芸高田市国民健康保険特別会計補正

予算（第1号）」から、議案第63号「令和2年度安芸高田市水道事業会計

補正予算（第1号）」までの6件の特別会計は、人事異動に伴う職員給与

費の調整などが主なものとなっておりました。 

 各会計の歳入、歳出について、それぞれ慎重に審査した結果、補正額、

補正内容等、適正であると判断し、議案第57号から議案第63号までの7

議案については、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 以上、委員長報告を終わります。 

○山 本 議 長  これをもって委員長の報告を終わります。 

 これより質疑に入ります。ただいまの委員長報告に対し、質疑はあり

ませんか。 

   （質疑なし） 

○山 本 議 長  質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。 

 これより、本案7件に対する討論を行います。討論はありませんか。 

   （討論なし） 

○山 本 議 長  討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

 これより議案第57号「令和2年度安芸高田市一般会計補正予算（第8

号）」の件から、議案第63号「令和2年度安芸高田市水道事業会計補正

予算（第1号）」の件までの7件を一括して起立により採決いたします。 

 本案7件に対する委員長の報告は、原案可決であります。本案7件は、

委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

  〔起立多数〕 

○山 本 議 長  起立多数であります。よって、本案7件は、原案のとおり可決されま

した。 

 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 次回は、9月24日午前10時に再開いたします。 

 御苦労さまでした。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午前１０時１１分 散会 
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 地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 
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